
障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重し合いながら、 

地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく 

生きることができるまちヨコハマを目指す 

○様々な生活の場面を支えるもの 

 普及啓発、人材確保・育成、権利擁護、相談支援 

○生活の場面１ 住む・暮らす 

 住まい、暮らし、移動支援、まちづくり 

○生活の場面２ 安全・安心 

 健康・医療、防災・減災 

○生活の場面３ 育む・学ぶ 

 療育、教育 

○生活の場面４ 働く・楽しむ 

 就労、日中活動、スポーツ・文化芸術 

○障害のある人を地域で 

支える基盤の整備 

・地域生活支援拠点機能 

・精神障害にも対応した地域包括

ケアシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  横浜市では、障害福祉施策の推進のため、「横浜市障害者プラン」を策定しています。 

このたび、現行の計画が終了するため、令和３年度～８年度を計画期間とする「第４

期横浜市障害者プラン」を策定します。 

策定にあたって、第４期プランの素案がまとまりましたので、市民の皆さまのご意見

を募集します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ５ 日 
健康福祉局障害施策推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

基本目標 

施策の内容 

「横浜市障害者プラン」…障害福祉施策の方向性を定める「市障害者計画」、
障害児者のサービス利用の見込み量を定める「市障害福祉計画」「市障害児
福祉計画」の３つの法定計画を一体的に策定した行政計画。 

裏面あり 



 

 

１ 意見募集期間 

令和２年９月16日(水)～10月15日(木) 

 

２ 配布物 

「第４期横浜市障害者プラン 素案」冊子 

「第４期横浜市障害者プラン 素案 概要版」リーフレット 

 

３ 配布場所 

市民情報センター（市庁舎３階）、各区役所（区政推進課広報相談係、高齢・障害

支援課）、基幹相談支援センター、精神障害者生活支援センターなど 

・各区高齢・障害支援課には点字版もあります。（素案は閲覧のみ可） 

・市ホームページから、PDFファイルとテキストデータがダウンロードできます。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/fukushi/plan/4th_plan.html 

 

４ 意見提出方法 

必要事項として、「お住まいの区、年代（10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80

代以上）、性別（男・女・その他）、素案へのご意見など」を書いて、「横浜市 健康福祉

局 障害施策推進課」宛てにお送りください。 

郵送、ＦＡＸ、Ｅメールでご提出いただけます。 

・郵 送：〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 

・Ｆ Ａ Ｘ：045-671-3566 

・Ｅメール：kf-syoplan@city.yokohama.jp（件名に「パブリックコメント」と明記） 

   

５ 今後のスケジュール 

令和２年10月～11月 意見とりまとめ 

令和２年11月～12月 パブリックコメント結果の公表 

令和２年12月    「第４期横浜市障害者プラン」原案の策定 

令和３年３月    「第４期横浜市障害者プラン」の確定 
 

 

 

 

 

お問合せ先 

健康福祉局障害施策推進課長  佐渡 美佐子 Tel 045-671-3569 

 


